
内
閣
衆
質
一
五
五
第
六
号

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
三
井
辨
雄
君
提
出
国
民
の
視
点
に
た
っ
た
良
質
か
つ
安
全
な
医
療
の
推
進
の
た
め
に
国
立
大
学
病
院
薬
剤
部
の

組
織
体
制
の
充
実
・
強
化
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日
受
領

答

弁

第

六

号



衆
議
院
議
員
三
井
辨
雄
君
提
出
国
民
の
視
点
に
た
っ
た
良
質
か
つ
安
全
な
医
療
の
推
進
の
た
め
に
国
立
大
学
病
院
薬
剤

部
の
組
織
体
制
の
充
実
・
強
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

医
薬
分
業
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
と
し
て
も
、
国
民
の
医
療
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お

り
、
国
立
大
学
附
属
病
院
に
お
い
て
、
基
本
的
な
組
織
と
し
て
薬
剤
に
関
す
る
業
務
を
行
う
部
を
置
き
、
当
該
業
務
を
適
切

に
行
う
た
め
の
資
質
を
有
す
る
者
を
そ
の
長
に
充
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
四
年
四
月
八
日
に
国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
に
お
け
る
国
立
大
学
附
属
病
院
に
係
る
規
定
の
改
正
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
国
立
学
校
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
に
お
い
て
国
立
大
学
の
組
織
編
制
の
弾
力
化
が
図
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
各
国

立
大
学
附
属
病
院
に
設
置
す
る
診
療
科
や
臨
床
検
査
等
に
関
す
る
部
等
を
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
国
立
大
学
附
属
病
院
の
分
院
が
す
べ
て
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
関
係
条
文
の
整
理
を
行
い
、
併

せ
て
、
学
生
等
に
対
す
る
臨
床
薬
学
分
野
の
指
導
な
ど
医
療
に
直
結
し
た
教
育
研
究
体
制
の
強
化
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い

一



る
こ
と
か
ら
国
立
大
学
附
属
病
院
の
多
数
を
占
め
る
医
学
部
の
附
属
病
院
の
す
べ
て
の
薬
剤
部
長
に
教
授
が
充
て
ら
れ
て
い

る
実
態
を
踏
ま
え
、
「
薬
剤
部
に
薬
剤
部
長
を
置
き
、
技
術
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。
た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
大
学
の
教
授
又
は
助
教
授
を
も
つ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
た
規
定
を
見
直
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ

の
改
正
は
、
薬
剤
に
関
す
る
部
の
廃
止
・
統
合
や
病
院
内
に
お
け
る
位
置
付
け
の
変
更
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま

た
、
「
国
立
大
学
附
属
病
院
の
医
療
提
供
機
能
強
化
を
目
指
し
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
改
革
に
つ
い
て
（
提
言
）
」
（
平
成
十
四

年
三
月
国
立
大
学
医
学
部
附
属
病
院
長
会
議
常
置
委
員
会
。
以
下
「
提
言
」
と
い
う
。
）
の
支
援
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は

な
い
。

三
に
つ
い
て

提
言
の
取
り
ま
と
め
に
当
た
っ
た
国
立
大
学
医
学
部
附
属
病
院
長
会
議
常
置
委
員
会
・
組
織
の
在
り
方
問
題
小
委
員
会
の

要
請
に
基
づ
き
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
、
文
部
科
学
省
高
等
教
育
局
医
学
教
育
課
長
、
同
課
課
長
補
佐
、
同
課
大
学
病
院

指
導
室
長
、
同
室
専
門
官
等
が
、
同
小
委
員
会
作
業
部
会
（
平
成
十
三
年
八
月
七
日
、
十
一
月
二
十
六
日
及
び
平
成
十
四
年

二
月
二
十
六
日
の
計
三
回
開
催
。
以
下
「
作
業
部
会
」
と
い
う
。
）
及
び
作
業
部
会
サ
ブ
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
会
議
（
平

成
十
三
年
八
月
三
十
一
日
、
九
月
二
十
八
日
、
十
月
十
九
日
、
十
一
月
十
六
日
、
十
二
月
十
二
日
及
び
平
成
十
四
年
一
月
十

二



一
日
の
計
六
回
開
催
）
に
そ
れ
ぞ
れ
複
数
回
出
席
し
、
求
め
に
応
じ
て
事
実
の
説
明
や
意
見
の
陳
述
な
ど
を
行
っ
た
。
文
部

科
学
省
は
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
作
業
部
会
座
長
の
依
頼
に
よ
り
、
各
委
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
の
整
理
等
の
事
務
的

な
作
業
を
行
っ
た
が
、
提
言
の
原
案
の
作
成
は
行
っ
て
い
な
い
。

な
お
、
作
業
部
会
及
び
作
業
部
会
サ
ブ
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
会
議
の
各
会
合
ご
と
の
文
部
科
学
省
か
ら
の
出
席
者
名
及

び
具
体
的
な
発
言
内
容
に
つ
い
て
は
、
記
録
が
存
在
し
な
い
た
め
、
お
答
え
で
き
な
い
。

四
に
つ
い
て

平
成
十
四
年
四
月
八
日
の
規
則
の
改
正
前
に
お
い
て
も
、
改
正
前
の
規
則
第
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
よ
り
、
薬
剤
部

の
部
長
に
教
授
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
般
、
国
立
大
学
附
属
病
院
に
係
る
規
定
全
体
の
見
直
し
を
行

う
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
国
立
大
学
歯
学
部
の
附
属
病
院
及
び
国
立
大
学
附
置
研
究
所
の
附
属
病
院
に
お
い
て
は
技
術
職
員
が
薬
剤
部
長
と

し
て
充
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
附
属
病
院
は
、
五
十
五
の
国
立
大
学
附
属
病
院
の
う
ち
十
三
病
院
を
占
め
る
に
す
ぎ

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
改
正
後
の
規
則
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
薬
剤
部
の
部
長
に
技
術
職
員
を
充
て
る
こ
と
も

で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

三



五
に
つ
い
て

平
成
十
四
年
四
月
八
日
の
規
則
の
改
正
の
趣
旨
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
再
度
改
正
す
る
必
要
は
な

い
と
考
え
る
。

な
お
、
こ
の
国
立
大
学
附
属
病
院
の
薬
剤
部
に
関
す
る
規
定
の
改
正
に
つ
い
て
関
係
者
に
疑
義
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
趣
旨
に
つ
い
て
、
本
年
五
月
三
十
一
日
の
国
公
立
大
学
薬
学
部
長
会
議
、
六
月
十
日
の
医
学
系
出
身
国
立
大
学
長
会
議
、

六
月
二
十
日
の
国
立
大
学
医
学
部
附
属
病
院
長
会
議
な
ど
に
お
い
て
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
八
月
十
四
日
付
け
で
各
国
立

大
学
附
属
病
院
長
等
に
あ
て
て
規
則
の
改
正
の
趣
旨
等
を
説
明
す
る
通
知
を
発
し
、
同
通
知
に
つ
い
て
社
団
法
人
日
本
病
院

薬
剤
師
会
及
び
社
団
法
人
日
本
薬
剤
師
会
に
連
絡
す
る
な
ど
、
関
係
者
に
対
す
る
周
知
徹
底
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


